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日本司法支援センター 
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第１章 総則 

 

 （総則）  

第１条 職員就業規則（平成18年規程第13号。以下「就業規則」という。）第11条及び第12条

に定める常勤職員の育児休業及び介護休業等については、この規程に定めるところによる。 

 

第２章 育児休業 

 

    第１節 内容及び手続 

 

 （任期付職員以外の職員に係る育児休業）  

第２条 任期付職員以外の職員は、３歳未満の子と同居し、養育しているときは、日本司法支

援センター（以下「センター」という。）に申し出ることにより、当該子が３歳に達するま

で育児休業をすることができる。 
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２ 前項の申出は、一子につき２回までとする。ただし、当該育児休業申出をした職員につい

て次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、この限りでない。 

 ⑴ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第１項又は第２項により休業する期間（以下

「産前産後休業期間」という。）が始まったことにより育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法第76号。以下「法」という。）第９

条第１項の育児休業期間（以下「育児休業期間」という。）が終了した場合であって、当

該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了

する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。 

  ア 死亡したとき。 

イ 養子になったことその他の事情により当該職員と同居しないこととなったとき。 

 ⑵ 育児休業期間が、当該育児休業に係る子以外の子に係る新たな育児休業期間又は新たな

出生時育児休業期間（以下「新期間」という。以下この号、次条第６項第２号及び同条第

８項第２号において同じ。）が始まったことにより終了した場合であって、当該新期間が

終了する日までに、当該新期間の育児休業又は出生時育児休業（以下、育児休業又は出生

時育児休業を「育児休業等」という。）に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至

ったとき。 

  ア 前号ア又はイに掲げるとき。 

  イ 民法（明治29年法律第89号）第 817 条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事

件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組

が成立しないまま児童福祉法（昭和22年法律第 164 号）第27条第１項第３号の規定によ

る措置が解除されたとき。 

⑶ 法第15条第１項の介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であ

って、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家

族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護

休業に係る対象家族と法第11条第３項の介護休業申出をした職員との親族関係が消滅する

に至ったとき。 

⑷ 第１項の申出に係る子の親である配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が死亡したとき。 

⑸ 前号の配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第１項の申出に係る

子を養育することが困難な状態になったとき。 

⑹ 婚姻の解消その他の事情により第４号の配偶者が第１項の申出に係る子と同居しないこ

ととなったとき。 

⑺ 第１項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以

上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

⑻ 第１項の申出に係る子について、児童福祉法第 39 条第１項に規定する保育所、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）

第２条第６項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第２項に規定する家庭的保育

事業等（以下「保育所等」という。）における保育の実施を希望し、申込みを行っている
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が、当面その実施が行われないとき。 

⑼ 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより終了した後、当該休職又は停

職が終了したとき。 

⑽ 育児休業の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児

休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれ

ることにより終了した後、当該子を養育することができる状態に回復したとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員のうち法第６条第１項ただし書に規定

する協定により育児休業をすることができないものとして定められた職員からの育児休業申

出は、センターはこれを拒むことができる。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ 育児休業申出のあった日から起算して１年以内に雇用関係が終了することが明らかな職

員 

⑶ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

４ 前項の規定にかかわらず、第１項の規定による育児休業をすることができる職員との権衡

上必要があると認められるものとして別に定める職員は、この章の定める手続に従って育児

休業をすることができる。 

（任期付職員に係る育児休業）  

第２条の２ １歳未満の子と同居し、養育している任期付職員であって、当該子が１歳６か月

に達する日（以下「１歳６か月到達日」という。）までに、その労働契約（労働契約が更新

される場合にあっては、更新後のもの。第５項、第７項、第２条の３第２項及び第17条第２

項において同じ。）が満了することが明らかでないものは、センターに申し出ることにより、

当該子が１歳に達するまで育児休業をすることができる。 

２ 前項の申出は、一子につき２回までとする。ただし、前項の規定により育児休業をしてい

る任期付職員がその締結する労働契約の期間の末日を育児休業の末日（以下「育児休業終了

予定日」という。）とする育児休業をしている場合であって、当該育児休業に係る子につい

て、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業の初日（以

下「育児休業開始予定日」という。）とする再度の申出をするときは、当該再度の申出は当

該回数に含めない。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、第１項の規定により育児休業申出をした職員について前条

第２項に掲げる特別の事情があるときは、当該任期付職員は、センターに申し出ることによ

り、当該育児休業に係る子が１歳に達するまで３回目以降の育児休業申出をすることができ

る。 

４ 第１項の規定により育児休業をすることができる任期付職員の配偶者が当該育児休業に係

る子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）以前から育児休業等をしているとき

は、当該任期付職員は、センターに申し出ることにより、当該子が１歳２か月に達するまで

の間で、出生の日以後の産前産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計

が１年となる範囲内で、育児休業をすることができる。ただし、当該任期付職員の育児休業

開始予定日が当該任期付職員の配偶者の育児休業等の初日よりも前の日であるとき又は当該
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任期付職員の育児休業開始予定日が当該子の１歳到達日後の日であるときは、この限りでな

い。 

５ １歳から１歳６か月に達するまでの子と同居し、養育している任期付職員であって、１歳

６か月到達日までに、その労働契約が満了することが明らかでないものは、次の各号のいず

れにも該当する場合（次項に定める特別の事情がある場合においては、第２号に該当すると

き）に限り、センターに申し出ることにより、当該子が１歳６か月に達するまで育児休業を

することができる。 

⑴ 当該子について、当該任期付職員又はその配偶者が、当該子の１歳到達日（当該任期付

職員の前項による育児休業の終了予定日とされた日が当該子の１歳到達日後の日であると

き又は当該任期付職員の配偶者の法第９条の６第１項の規定による育児休業の終了予定日

とされた日が当該子の１歳到達日後の日であるときは、当該育児休業終了予定日。以下こ

の項、第３条第１項第１号、同条第２項において同じ。）において育児休業をしている場

合 

⑵ 次のア又はイのいずれかに該当する場合 

ア 保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達日

後の期間について、当面その実施が行われない場合 

イ 当該任期付職員の配偶者で、常態としてこの項の申出に係る子の養育を行っている当

該子の親であり、当該子の１歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う

予定であったものが、次の(ｱ)から(ｴ)のいずれかに該当した場合 

(ｱ) 死亡したとき。 

(ｲ) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子の養育が困難な状態にな

ったとき。 

(ｳ) 婚姻の解消その他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。 

(ｴ) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定であるか又は産

後８週間を経過しないとき。 

 ⑶ 当該子の１歳到達日後の期間において、この項に規定する育児休業をしたことがない場

合 

６ 前項の特別の事情は、次の各号に掲げる場合をいう。 

⑴ 第１項又は前項の規定により育児休業申出をした任期付職員について産前産後休業期間

が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は

当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子の

全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。 

ア 死亡したとき。 

イ 養子になったことその他の事情により当該任期付職員と同居しないこととなったと

き。 

⑵ 第１項又は前項の規定により育児休業申出をした任期付職員について新期間が始まった

ことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該

新期間の育児休業等に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。 
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ア 前号ア又はイに掲げるとき。 

イ 民法第 817 条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき（特別

養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福

祉法第27条第１項第３号の規定による措置が解除されたとき。 

⑶ 第１項又は前項の規定により育児休業申出をした任期付職員について、介護休業期間が

始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する

日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、

婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と当該任期付職員

との親族関係が消滅するに至ったとき。 

７ １歳６か月から２歳に達するまでの子と同居し、養育している任期付職員であって、当該

子が２歳に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないものは、次の各号

のいずれにも該当する場合（次項に定める特別の事情がある場合においては、第２号に該当

するとき）に限り、センターに申し出ることにより、当該子が２歳に達するまで育児休業を

することができる。 

 ⑴ 当該子について、当該任期付職員又はその配偶者が、当該子の１歳６か月到達日におい

て育児休業をしている場合 

 ⑵ 次のア又はイのいずれかに該当する場合 

  ア 保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の１歳６か月

到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

  イ 当該任期付職員の配偶者で、常態としてこの項の申出に係る子の養育を行っている当

該子の親であり、当該子の１歳６か月到達日後の期間について常態として当該子の養育

を行う予定であったものが、次の(ｱ)から(ｴ)のいずれかに該当した場合 

   (ｱ) 死亡したとき。 

   (ｲ) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子の養育が困難な状態にな

ったとき。 

   (ｳ) 婚姻の解消その他の事情により当該子と同居しないこととなったとき。 

   (ｴ) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定であるか又は産

後８週間を経過しないとき。 

 ⑶ 当該子の１歳６か月到達日後の期間において、この項に規定する育児休業をしたことが

ない場合 

８ 前項の特別の事情は、次の各号に掲げる場合をいう。 

⑴ 第１項、第５項又は前項の規定により育児休業申出をした任期付職員について産前産後

休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業

期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、

当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。 

ア 死亡したとき。 

イ 養子になったことその他の事情により当該任期付職員と同居しないこととなったと

き。 
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⑵ 第１項、第５項又は前項の規定により育児休業申出をした任期付職員について新期間が

始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日まで

に、当該新期間の育児休業等に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

ア 前号ア又はイに掲げるとき。 

イ 民法第 817 条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき（特別

養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福

祉法第27条第１項第３号の規定による措置が解除されたとき。 

⑶ 第１項、第５項又は前項の規定により育児休業申出をした任期付職員について介護休業

期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終

了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又

は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と当該任

期付職員との親族関係が消滅するに至ったとき。 

９ 前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる任期付職員のうち法第６条第１項ただし書

に規定する協定により育児休業をすることができないものとして定められた職員からの育児

休業申出は、センターはこれを拒むことができる。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ 育児休業申出のあった日から起算して１年（第５項及び第７項の育児休業にあっては６

か月）以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 

⑶ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

10 前項の規定にかかわらず、第１項、第５項及び第７項の規定による育児休業をすることが

できる任期付職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める任期付職員は、

この章の定める手続に従って育児休業をすることができる。  

（出生時育児休業） 

第２条の３ 任期付職員以外の職員であって、産後休業を取得しておらず、子の出生の日又は

出産予定日のいずれか遅い日から８週間以内の子と同居し、当該子を養育するものは、セン

ターに申し出ることにより、出生時育児休業（子の出生の日から起算して８週間を経過する

日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産

予定日から起算して８週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した

場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日ま

でとする。この項及び次項において同じ。）の期間内においてする休業をいう。）をするこ

とができる。ただし、当該子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までの期間

内に２回の出生時育児休業をした場合には、当該職員は、当該子について、この項による申

出をすることができない。 

２ 任期付職員であって、産後休業を取得しておらず、子の出生の日又は出産予定日のいずれ

か遅い日から８週間以内の子と同居し、当該子を養育するもので、その出生の日（出産予定

日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）から起算して８週間を経過する

日の翌日から６か月を経過する日までの間に、その労働契約が満了することが明らかでない

ものは、センターに申し出ることにより、出生時育児休業をすることができる。ただし、次
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の各号のいずれかに該当する場合には、任期付職員は、当該子について、この項の規定によ

る申出をすることができない。 

 ⑴ 当該子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までの期間内に２回の出生時

育児休業をした場合 

 ⑵ 当該子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までの期間内に出生時育児休

業をする日数が28日に達している場合 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員のうち法第９条の３第２項において準

用する同法第６条第１項ただし書に規定する協定により出生時育児休業をすることができな

いものとして定められた職員からの出生時育児休業申出は、センターはこれを拒むことがで

きる。 

 ⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

 ⑵ 出生時育児休業申出のあった日から起算して８週間以内に雇用関係が終了することが明

らかな職員 

 ⑶ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

４ 前項の規定にかかわらず、第１項又は第２項の規定による出生時育児休業をすることので

きる職員との権衡上必要があると認められるものとしてセンターが別に定める職員は、この

章の定める手続に従って出生時育児休業をすることができる。 

 （育児休業の申出） 

第３条 職員は、育児休業をしようとするときは、育児休業を開始しようとする日の１か月前

（次の各号に掲げる場合にあっては２週間前）までに、人事担当部署に申し出なければなら

ない。この場合において、職員は、育児休業申出書に必要事項を記入し、子の存在又は出産

予定を証明する書類その他の必要書類を添付して人事担当部署に提出しなければならない。 

 ⑴ 第２条の２第５項の規定による育児休業をしようとする場合（当該育児休業申出をする

日が、当該申出に係る子の１歳到達日以前である場合に限る。） 

 ⑵ 第２条の２第７項の規定による育児休業をしようとする場合（当該育児休業申出をする

日が、当該申出に係る子の１歳６か月到達日以前である場合に限る。） 

２ 前項の申出において、職員は、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、

育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日とする日を明らかにしなければならない。この

場合において、第２条の２第５項の申出にあっては、当該申出に係る子の１歳到達日の翌日

（当該任期付職員の配偶者の法第５条第３項の規定による育児休業終了予定日とされた日が

当該子の１歳到達日後の日であるときは、当該育児休業終了予定日の翌日以前の日）、第２

条の２第７項の申出にあっては、当該申出に係る子の１歳６か月到達日の翌日（当該任期付

職員の配偶者の法第５条第４項の規定による育児休業終了予定日とされた日が当該子の１歳

６か月到達日後の日であるときは、当該育児休業終了予定日の翌日以前の日）を育児休業開

始予定日としなければならない。 

３ センターは、第２条第１項、前条第１項、前条第４項、前条第５項及び前条第７項の規定

により育児休業をすることができる職員から第１項の申出があったときは、これを承認し、

当該申出をした職員に育児休業承認書を交付する。 
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４ 第１項の申出の日後に申出に係る子が出生したときは、当該申出をした職員は、速やかに、

育児休業に係る子の出生報告書に必要事項を記入し、出生を証明する書類を添付して人事担

当部署に提出しなければならない。 

５ 任期付職員がその締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業を

している場合であって、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該

更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をするときは、次

の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 第２条の２第１項 同項中「であって、当該子が１歳６か月に達する日（以下「１歳６

か月到達日」という。）までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、

更新後のもの。第５項、第７項、第２条の３第２項及び第17条第２項において同じ。）が

満了することが明らかでないもの」とある部分は適用しない。 

⑵ 第２条の２第５項 同項中「であって、１歳６か月到達日までに、その労働契約が満了

することが明らかでないもの」とある部分及び第３号は適用しない。 

⑶ 第２条の２第７項 同項中「であって、当該子が２歳に達する日までに、その労働契

約が満了することが明らかでないもの」とある部分及び第３号は適用しない。 

⑷ 第２条の２第９項 適用しない。 

⑸ 第２項後段 適用しない。 

⑹ 第４条第２項 適用しない。 

（出生時育児休業の申出） 

第３条の２ 職員は、出生時育児休業をしようとするときは、出生時育児休業を開始しようと

する日の２週間前までに、人事担当部署に申し出なければならない。この場合において、職

員は、育児休業申出書に必要事項を記入し、子の存在又は出産予定を証明する書類その他の

必要書類を添付して人事担当部署に提出しなければならない。 

２ 前項の申出において、職員は、出生時育児休業を２回に分割して取得しようとするときは、

各出生時育児休業の初日（以下「出生時育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「出

生時育児休業終了予定日」という。）を明らかにして、まとめて申し出なければならない。 

３ センターは、第２条の３第１項の規定により育児休業をすることができる職員から第１項

の申出があったときは、これを承認し、当該申出をした職員に育児休業承認書を交付する。 

４ 職員からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該職員が当該出

生時育児休業申出をした日に養育していた子について新たな出生時育児休業申出をした場合

は、センターは新たな出生時育児休業申出を拒むことができる。 

５ 第１項の申出の日後に申出に係る子が出生したときは、当該申出をした職員は、速やかに、

出生時育児休業に係る子の出生報告書に必要事項を記入し、出生を証明する書類を添付して

人事担当部署に提出しなければならない。 

６ 任期付職員がその締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生

時育児休業をしている場合であって、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約

の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生

時育児休業申出をするときは、第２条の３第２項中「で、その出生の日（出産予定日前に当
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該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日）から起算して８週間を経過する日の翌日

から６か月を経過する日までの間に、その労働契約が満了することが明らかでないもの」と

ある部分及び「当該子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までの期間内に２

回の出生時育児休業をした場合又は」とある部分は適用しない。 

 （育児休業開始予定日の指定） 

第４条 センターは、育児休業をすることができる職員から育児休業申出があったとき又は第

２項若しくは第３項の規定により育児休業申出をした職員に係る育児休業開始予定日を指定

するときは、当該職員に休業開始予定日指定書を交付する。  

２ 申出に係る育児休業開始予定日とされた日が育児休業申出書の提出日の翌日から起算して

１か月（第２条の２第５項又は同条第７項の規定による育児休業にあっては２週間）を経過

する日（以下この項において「１か月等経過日」という。）より前の日であるときは、セン

ターは、育児休業開始予定日とされた日（その日が育児休業申出のあった日の翌日から起算

して３日を経過する日後の日である場合にあっては、当該３日を経過する日）までに、休業

開始予定日指定書により、申出に係る育児休業開始予定日とされた日から１か月等経過日ま

での間のいずれかの日を、育児休業開始予定日として指定することができる。 

３ 前項の場合において、育児休業申出書の提出日までに、次の各号のいずれかの事由が生じ

たときは、センターは、育児休業開始予定日とされた日（その日が育児休業申出のあった日

の翌日から起算して３日を経過する日後の日である場合にあっては、当該３日を経過する日）

までに、休業開始予定日指定書により、当該提出日の翌日から起算して３日を経過する日を

始期とし、当該提出日の翌日から起算して１週間を経過する日を終期とする期間内のいずれ

かの日を育児休業開始予定日として指定することができる。 

⑴ 出産予定日前に子が出生したこと。  

⑵ 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。 

⑶ 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困

難になったこと。 

⑷ 第２号の配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 

⑸ 第２条第１項、第２条の２第１項、同条第５項又は同条第７項の申出に係る子が負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とす

る状態になったとき。 

⑹ 第２条第１項、第２条の２第１項、同条第５項又は同条第７項の申出に係る子について、

保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われな

いとき。 

 （出生時育児休業開始予定日の指定） 

第４条の２ センターは、出生時育児休業をすることができる職員から出生時育児休業申出が

あったとき又は第２項若しくは第３項の規定により出生時育児休業申出をした職員に係る出

生時育児休業開始予定日を指定するときは、当該職員に休業開始予定日指定書を交付する。 

２ 申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が育児休業申出書の提出日の翌日から起

算して２週間を経過する日（以下この項において「２週間経過日」という。）より前の日で
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あるときは、センターは、出生時育児休業開始予定日とされた日（その日が出生時育児休業

申出のあった日の翌日から起算して３日を経過する日後の日である場合にあっては、当該３

日を経過する日）までに、休業開始予定日指定書により、申出に係る出生時育児休業開始予

定日とされた日から２週間経過日までの間のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日とし

て指定することができる。 

３ 前項の場合において、育児休業申出書の提出日までに、次の各号のいずれかの事由が生じ

たときは、センターは、出生時育児休業開始予定日とされた日（その日が出生時育児休業申

出のあった日の翌日から起算して３日を経過する日後の日である場合にあっては、当該３日

を経過する日）までに、休業開始予定日指定書により、当該提出日の翌日から起算して３日

を経過する日を始期とし、当該提出日の翌日から起算して１週間を経過する日を終期とする

期間内のいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。 

⑴ 出産予定日前に子が出生したこと。 

⑵ 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。 

⑶ 前号の配偶者が負傷又は疾病により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難

になったこと。 

⑷ 第２号の配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 

⑸ 第２条の３第１項又は同条第２項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。 

⑹ 第２条の３第１項又は第２項の申出に係る子について、保育所等における保育の実施を

希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。 

 （育児休業開始予定日の変更） 

第５条 育児休業申出をした職員は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日（第４条

第２項又は第３項の規定により指定があった場合は、当該指定した日。以下この項において

同じ。）の前日までに同項各号のいずれかの事由が生じたときは、センターに申し出ること

により、当該申出に係る育児休業開始予定日を１回に限り当該育児休業開始予定日とされた

日前の日に変更することができる。この場合において、職員は、休業開始予定日変更申出書

を人事担当部署に提出しなければならない。 

２ 前項の申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が休業開始予定日変更申出書の

提出日の翌日から起算して１週間を経過する日（以下この項において「期間経過日」という。）

よりも前の日であるときは、センターは、変更後の育児休業開始予定日とされた日（変更後

の育児休業開始予定日とされた日が休業開始予定日変更申出書の提出があった日の翌日から

起算して３日を経過する日後の日である場合にあっては、当該３日を経過する日）までに、

休業開始予定日指定書をもって、申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日と期間

経過日（その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日（第４条第２

項又は第３項の規定による指定があった場合にあっては、当該指定した日。以下この項にお

いて同じ。）以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日

とされていた日）までの間のいずれかの日を当該職員に係る新たな育児休業開始日として指

定することができる。 
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３ センターは、第１項の申出があったとき又は前項の規定により育児休業開始予定日を指定

するときは、変更の申出をした職員に休業開始予定日指定書を交付する。 

（育児休業終了予定日の変更） 

第５条の２ 育児休業申出をした職員は、当該申出に係る育児休業終了予定日とされた日の１

か月前（第２条の２第５項又は同条第７項の育児休業については２週間前）の日までに休業

終了予定日変更申出書を人事担当部署に提出してセンターに申し出ることにより、当該申出

に係る育児休業終了予定日を１回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更す

ることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、任期付職員以外の職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院し

たこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を

希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行なわれないことその他の育児休業期間延

長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子に

ついて育児休業期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じるときには、当

該申出に係る育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更するこ

とができる。 

３ センターは、前２項の申出があったときは、変更の申出をした職員に休業終了予定日指定

書を交付する。 

（出生時育児休業開始予定日の変更） 

第６条 出生時育児休業申出をした職員は、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日とされ

た日（第４条の２第２項又は同条第３項の規定により指定があった場合は、当該指定した日。

以下この項において同じ。）の前日までに同項各号のいずれかの事由が生じたときは、セン

ターに申し出ることにより、当該申出に係る出生時育児休業開始予定日を１回に限り当該出

生時育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。この場合において、職

員は、休業開始予定日変更申出書を人事担当部署に提出して変更の申出をしなければならな

い。 

２ 前項の申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日が休業開始予定日変更申

出書の提出日の翌日から起算して１週間を経過する日（以下この項において「期間経過日」

という。）よりも前の日であるときは、センターは、変更後の出生時育児休業開始予定日と

された日（変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日が休業開始予定日変更申出書の提

出があった日の翌日から起算して３日を経過する日後の日である場合にあっては、当該３日

を経過する日）までに、休業開始予定日指定書をもって、申出に係る変更後の出生時育児休

業開始予定日とされた日と期間経過日（その日が当該申出に係る変更前の出生時育児休業開

始予定日とされていた日（第４条の２第２項又は同条第３項の規定によるセンターの指定が

あった場合にあっては、当該指定した日。以下この項において同じ。）以後の日である場合

にあっては、当該申出に係る変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日）までの間

のいずれかの日を当該職員に係る新たな出生時育児休業開始日として指定することができ

る。 

３ センターは、第１項の申出があったとき又は前項の規定により育児休業開始予定日を指定
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するときは、職員に休業開始予定日指定書を交付する。 

 （出生時育児休業終了予定日の変更） 

第６条の２ 出生時育児休業申出をした職員は、当該申出に係る出生時育児休業終了予定日と

された日の２週間前の日までにセンターに申し出ることにより、当該申出に係る出生時育児

休業終了予定日を１回に限り当該出生時育児休業終了予定日とされた日後の日に変更するこ

とができる。この場合において、職員は、休業終了予定日変更申出書を人事担当部署に提出

して変更の申出をしなければならない。 

２ センターは、前項の申出があったときは、職員に休業終了予定日指定書を交付する。 

（育児休業申出の撤回）  

第７条 育児休業申出をした職員は、育児休業申出後、育児休業開始予定日とされた日（第４

条第２項若しくは第３項又は第５条第２項の規定による指定があった場合にあっては、当該

指定した日。同条第１項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあっては、変

更後の育児休業開始予定日とされた日。以下第８条第１項及び第９条第１項において同じ。）

の前日までに、育児休業申出撤回書を人事担当部署に提出し、育児休業申出を撤回すること

ができる。  

２ 前項の規定により第２条第１項、第２条の２第１項、同条第５項又は同条第７項の申出を

撤回した職員は、撤回１回につき１回育児休業をしたものとみなす。 

３ センターは、第１項の規定により育児休業申出を撤回した職員に育児休業撤回申出受理書

を交付する。 

（出生時育児休業申出の撤回） 

第７条の２ 出生時育児休業申出をした職員は、出生時育児休業申出後、出生時育児休業開始

予定日とされた日（第４条の２第２項、同条第３項又は第６条第２項の規定による指定があ

った場合にあっては、当該指定した日。同条第１項の規定により出生時育児休業開始予定日

が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。以下第

８条の２及び第９条の２において同じ。）の前日までに、育児休業申出撤回書を人事担当部

署に提出し、出生時育児休業申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定により第２条の３第１項又は同条第２項の申出を撤回した職員は、撤回１回に

つき１回出生時育児休業をしたものとみなす。 

３ センターは、第１項の規定により出生時育児休業申出を撤回した職員に育児休業撤回申出

受理書を交付する。 

（育児休業申出の消滅） 

第８条 育児休業申出後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの

事由が生じた場合には、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合におい

て、職員は、遅滞なく、育児休業事情変更届を人事担当部署に提出しなければならない。 

⑴ 育児休業申出に係る子の死亡 

⑵ 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 

⑶ 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした

職員と当該子とが同居しないこととなったこと。  
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⑷ 育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該

育児休業申出に係る子が３歳（第２条の２第１項の規定による育児休業にあっては１歳、

同条第４項の規定による育児休業にあっては１歳２か月、同条第５項の規定による育児休

業にあっては１歳６か月、同条第７項の規定による育児休業にあっては２歳）に達するま

での間、当該子を養育することができない状態になったこと。 

⑸ 第２条の２第４項の規定による育児休業申出により子の１歳到達日の翌日以後の日に育

児休業をする場合において任期付職員の配偶者が育児休業をしていないこと（申出に係る

育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初

日と同じ日である場合を除く。）。 

２ センターは、前項の規定により育児休業事情変更届を提出した職員に育児休業申出消滅通

知書を交付する。 

（出生時育児休業申出の消滅） 

第８条の２ 出生時育児休業申出後、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次

の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該出生時育児休業申出は、されなかったもの

とみなす。この場合において、職員は、遅滞なく、育児休業事情変更届を人事担当部署に提

出しなければならない。 

⑴ 出生時育児休業申出に係る子の死亡 

⑵ 出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 

⑶ 出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休

業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。 

⑷ 出生時育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

当該出生時育児休業申出に係る子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで

の間、当該子を養育することができない状態になったこと。 

２ センターは、前項の規定により育児休業事情変更届を提出した職員に育児休業申出消滅通

知書を交付する。 

 （育児休業期間等） 

第９条 育児休業期間は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日

（第５条の２第１項及び同条第２項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合

にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。以下同じ。）までの間とする。

ただし、任期付職員が第２条の２第４項の規定により育児休業をする場合で、当該育児休業

終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日

数（育児休業に係る子の出生した日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児

休業等取得日数（当該子の出生した日以後任期付職員が産前産後休業をした日数及び育児休

業等をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後の日である

ときは、当該経過する日までの間とする。 

２ 育児休業をしている職員に次の各号のいずれかの事情が生じた場合、当該育児休業は、前

項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日（第３号に掲げる事情が生じた場合にあっては、

その前日）に終了するものとする。この場合において、職員は、遅滞なく、育児休業事情変
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更届を人事担当部署に提出しなければならない。 

⑴ 第８条第１項各号のいずれかの事由が生じたこと。 

⑵ 育児休業終了予定日とされた日の前日までに当該育児休業申出に係る子が３歳（第２条

の２第１項の規定による育児休業にあっては１歳、同条第４項の規定による育児休業にあ

っては１歳２か月、同条第５項の規定による育児休業にあっては１歳６か月、同条第７項

の規定による育児休業にあっては２歳）に達したこと。 

⑶ 育児休業終了予定日とされた日までに育児休業申出をした職員について産前産後休業期

間、介護休業期間、出生時育児休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 

⑷ 育児休業終了予定日までに育児休業申出をした職員が休職又は停職の処分を受けたこ

と。 

３ 第８条第１項後段及び同条第２項の規定は、前項第１号に掲げる事情が生じた場合につい

て準用する。この場合において、同条第２項中「育児休業申出消滅通知書」とあるのは「育

児休業期間終了通知書」と読み替えるものとする。 

（出生時育児休業期間） 

第９条の２ 出生時育児休業期間は、出生時育児休業開始予定日とされた日から出生時育児休

業終了予定日とされた日（第６条の２第１項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が

変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。以下同じ。）

までの間とする。 

２ 出生時育児休業をしている職員に次の各号のいずれかの事情が生じた場合、当該出生時育

児休業は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日（第３号に掲げる事情が生じた場

合にあっては、その前日）に終了するものとする。この場合において、職員は、遅滞なく、

育児休業事情変更届を人事担当部署に提出しなければならない。 

⑴ 第８条の２第１項各号のいずれかの事由が生じたこと。 

⑵ 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに当該出生時育児休業申出に係る子の

出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間を経過する日の翌日が到来したこ

と。 

⑶ 出生時育児休業終了予定日とされた日までに出生時育児休業申出をした職員について産

前産後休業期間、介護休業期間、育児休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まった

こと。 

⑷ 出生時育児休業終了予定日までに出生時育児休業申出をした職員が休職又は停職の処分

を受けたこと。 

３ センターは、前項の規定により育児休業事情変更届を提出した職員に育児休業期間終了通

知書を交付する。 

 

    第２節 育児休業等に係る労働条件等 

 

 （育児休業等取得者の給与等） 

第10条 育児休業等をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 
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２ 育児休業等をしている職員又は勤務時間の短縮措置を受けている職員の給与については、

次の各号の定めるところによる。 

⑴ 第２条、第２条の２又は第２条の３の規定により育児休業等をしている期間については、

給与を支給しない。 

⑵ 第13条第１項、第14条第１項又は第15条第１項により勤務時間の短縮措置を受けて勤務

しない場合には、その勤務しない１時間につき、職員給与規程（平成18年規程第４号。以

下「給与規程」という。）第34条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。 

３ 育児休業等をした職員が職務に復帰したときは、その育児休業等の期間を百分の百以下の

換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、

同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に号俸を調整することができる。 

４ 給与規程第38条第１項又は第39条第１項に定める基準日において、育児休業等をしている

職員（期末手当の基準日に育児休業等をしている職員で、期末手当算定期間において勤務し

た期間がある職員及び勤勉手当の基準日に育児休業等をしている職員で、勤勉手当算定期間

において勤務した期間がある職員を除く。）には、期末手当又は勤勉手当を支給しない。 

５ 育児休業等をした職員の期末手当及び勤勉手当の額の算定に当たっては、次のとおりとす

る。 

⑴ 期末手当の額の算定に当たっては、当該育児休業等をした期間の２分の１に相当する期

間を在職期間として取り扱うことができる（育児休業期間及び出生時育児休業期間のそれ

ぞれについて、承認に係る期間が１か月以下である場合には、在職期間から除算しない。）。 

⑵ 勤勉手当の額の算定に当たっては、 

ア 育児休業期間及び出生時育児休業期間のそれぞれについて、承認に係る期間が１か月

以下である場合には、在職期間から除算しない。 

イ 第13条第１項、第14条第１項又は第15条第１項による勤務時間の短縮の承認を受けて

勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間を在職期間か

ら除算する。 

６ 給与規程に定める扶養手当等の支給等については、育児休業等を開始した職員は退職の例

に準じ、育児休業等が終了した職員は採用の例に準じて行う。 

７ 育児休業等をした職員の退職手当の算定の基礎となる在職期間の取扱いについては、別に

定める。 

 （社会保険料の免除等） 

第11条 育児休業等の期間中の社会保険料本人負担分は、法令の定めるところにより免除され

る。 

２ 育児休業等の期間中の住民税は、普通徴収に変更する。 

（労働条件等の告知）  

第12条 センターは、育児休業等の申出をした職員に係る前条に規定する事項の取扱いを、休

業開始予定日指定書に付記する方法をもって通知する。 

    第３節 勤務時間の短縮措置 



- 16 - 

 

（育児休業等不取得者に対する勤務時間の短縮措置）  

第13条 ３歳未満の子を養育する職員で、現に育児休業等をしていないものは、センターに申

し出ることにより、勤務時間の短縮措置を受けることができる。ただし、勤務時間の短縮措

置を受ける期間に育児休業等をするときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、センターは、次の各号のいずれかに該当する職員からの勤務時

間の短縮措置申出を拒むことができる。 

⑴ １日の所定労働時間が６時間以下の職員 

⑵ 次の各号に掲げる職員のうち法第23条第１項に規定する協定により、所定労働時間の短

縮措置を受けることができないものとして定められた職員 

ア センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

イ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、勤務時間短縮の措置を講ずることが困難

と認められる業務に従事している職員 

３ 第１項による勤務時間の短縮措置（以下この条において「短時間勤務」という。）は、子

が３歳に達するまでの間、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、１日を通じて２時間（就

業規則第39条に規定する保育時間を取得する職員については、２時間から当該保育時間を減

じた時間）を超えない範囲内で、30分を単位として行う。 

４ 職員は、第１項の申出をしようとするときは、同項の措置の開始予定日とする日の10日前

までに、短時間勤務申出書に必要事項を記入し、子の存在を証明する書類その他の必要書類

を添付して人事担当部署に提出しなければならない。 

５ センターは、第１項の申出を承認するときは、当該申出をした職員に短時間勤務承認書を

交付する。 

６ 第９条第２項の規定は、短時間勤務の終了について準用する（「第８条第１項各号」とあ

るのは「第８条第１項第１号から第４号まで」と、「育児休業」とあるのは「短時間勤務」

と、それぞれ読み替える。）。この場合において、職員は、遅滞なく、短時間勤務事情変更

届を人事担当部署に提出しなければならない。 

７ センターは、前項の規定により短時間勤務事情変更届を提出した職員に短時間勤務終了通

知書を交付する。 

（職員の子の養育に関する勤務時間の短縮措置） 

第14条 ３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員（前条第２項に該当する

職員を除く。）は、センターに申し出ることにより、前条に準じた勤務時間の短縮措置を受

けることができる。ただし、センターの事業の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による短時間勤務は、センターが必要と認める範囲内においてその都度定める。 

３ 第１項の申出に係る手続等については、前条第４項から第７項までの規定を準用する。 

第15条 第13条第１項及び前条第１項の規定にかかわらず、子の養育のため、短時間勤務を受

けることができる職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、こ

の章の定める手続に従って勤務時間の短縮措置を受けることができる。 
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    第４節 所定外労働の免除 

 

 （職員の子の養育に関する所定外労働の免除） 

第16条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求し

たときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせること

はない。ただし、次の各号に掲げる職員のうち法第16条の８第１項に規定する協定により、

同項本文の規定による請求をできないものとして定められた職員からの請求は、センターは

これを拒むことができる。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

２ 職員は、前項の請求をしようとするときは、１回につき、１か月以上１年以内の期間（以

下この条において「免除期間」という。）について、免除を開始しようとする日（以下この

条において「免除開始予定日」という。）及び免除を終了しようとする日（以下この条にお

いて「免除終了予定日」という。）を明らかにして、免除開始予定日の10日前までに、所定

外労働免除請求書に必要事項を記入し、子の存在を証明する書類その他の必要書類を添付し

て人事担当部署に提出しなければならない。この場合において、免除期間は、第28条第２項

の制限期間と重複しないようにしなければならない。 

３ センターは、第１項の請求を承認するときは、当該請求をした職員に所定外労働免除承認

書を交付する。 

４ 第１項の請求の日よりも後の日に請求に係る子が出生したときは、当該請求をした職員は、

当該出生後２週間以内に、所定外労働免除対象児出生届を人事担当部署に提出しなければな

らない。 

５ 第１項の請求の後、免除開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由

が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。 

⑴ 請求に係る子の死亡 

⑵ 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 

⑶ 請求に係る子が養子となったことその他の事情により、請求をした職員と当該子とが同

居しないこととなったこと。 

⑷ 請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る免

除期間の末日までの間、請求に係る子を養育することができない状態になったこと。 

６ 次の各号のいずれかの事情が生じたときは、免除期間は、当該事情が生じた日（第３号に

掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

⑴ 免除終了予定日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じたこと。 

⑵ 免除終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が小学校就学の始期に達したこ

と。 

⑶ 免除終了予定日とされた日までに、請求をした職員について、産前産後休業期間、育児

休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 
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７ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく、所定外労働事情変更届に必要事項を記入し、

人事担当部署に提出しなければならない。 

８ センターは、前項の所定外労働事情変更届を提出した職員に所定外労働免除終了通知書を

交付する。 

 

   第３章 介護休業 

 

    第１節 内容及び手続 

 

 （対象者） 

第17条 次の各号に定める対象家族で、負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害又は老齢に

より、２週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態（以下「要介護状態」という。）

にある者の介護（要介護状態にある対象家族の通院等の付添、当該対象家族が介護サービス

の提供を受けるために必要な手続の代行その他の当該対象家族の必要な世話を含む。以下同

じ。）をする職員は、対象家族を介護するため、第22条第１項の範囲内において介護休業を

することができる。 

⑴ 配偶者 

⑵ 父母 

⑶ 子 

⑷ 配偶者の父母 

⑸ 祖父母、兄弟姉妹又は孫 

⑹ 上記家族と同様の関係にある者でセンターの認めた者 

２  前項の規定にかかわらず、任期付職員は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過す

る日から６か月を経過する日までの間にその労働契約が満了することが明らかでない場合に

限り、介護休業をすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員のうち法第12条第２項が準用する法第

６条第１項ただし書に規定する協定により介護休業をすることができないものとして定めら

れた職員からの介護休業申出は、センターはこれを拒むことができる。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職

員 

⑶ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

 （介護休業の申出） 

第18条 前条の規定により介護休業をすることができる職員は、介護休業をしようとするとき

は、センターに申し出ることにより、介護休業をすることができる。この場合において、職

員は、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間

中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「介

護休業開始予定日」という。）及び末日（以下「介護休業終了予定日」という。）とする日
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を明らかにして、原則として、介護休業開始予定日の前日から起算して１週間前の日までに、

介護休業申出書に必要事項を記入し人事担当部署に提出しなければならない。 

２ センターは、前条の規定により介護休業をすることができる職員から前項に規定するとこ

ろにより介護休業申出があったときは、これを承認し、当該申出をした職員に介護休業承認

書を交付する。 

３ センターは、必要があると認めるときは、介護休業を申し出た職員に対して、医師の証明

書その他必要な書類を提出させることができる。 

４ 任期付職員がその締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日（第20条第１項の

規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終

了予定日とされた日。以下第22条第１項において同じ。）とする介護休業をしている場合で

あって、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の

労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をするときは、前条第２項

及び同条第３項（第２号を適用する部分を除く。）の規定は、適用しない。 

 （介護休業開始予定日の指定）  

第19条 センターは、第17条の規定により介護休業をすることができる職員から介護休業申出

があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護

休業申出のあった日の翌日から起算して２週間を経過する日（以下この項において「２週間

経過日」という。）前の日であるときは、当該介護休業予定日とされた日から当該２週間経

過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。この

場合において、センターは、介護休業開始予定日とされた日（その日が当該介護休業申出の

あった日の翌日から起算して３日を経過する日後の日である場合にあっては、当該３日を経

過する日）までに、介護休業開始予定日として指定する日を当該職員に休業開始予定日指定

書を交付して通知する。 

 （介護休業終了予定日の変更）  

第20条 第17条の規定により介護休業をすることができる職員は、介護休業申出において介護

休業終了予定日とされた日の２週間前の日までにセンターに申し出ることにより、当該介護

休業申出に係る介護休業終了予定日を１回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日

に変更することができる。この場合において、職員は、休業終了予定日変更届を人事担当部

署に提出して、変更を申し出なければならない。 

２ センターは、前項の申出があったときは、当該申出をした職員に休業終了予定日変更届受

理書を交付する。 

 （介護休業申出の撤回等）  

第21条 介護休業申出をした職員は、申出に係る介護休業開始予定日とされた日（第19条によ

るセンターの指定があった場合にあっては、当該センターの指定した日。以下この条及び次

条において同じ。）の前日までに、介護休業申出撤回書を人事担当部署に提出し、介護休業

申出を撤回することができる。 

２ 介護休業申出書が提出された後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該介護休業申出書は、提出されなかったものとみなす。
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この場合において、職員は、遅滞なく、介護休業事情変更届を人事担当部署理事長に提出し

なければならない。 

⑴ 介護休業申出に係る対象家族の死亡 

⑵ 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をし

た職員との親族関係の消滅 

⑶ 介護休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該

介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数が６か月に達する日までの間、当

該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。 

３ センターは、第１項の規定により介護休業申出を撤回した職員には介護休業撤回申出受理

書を、前項の規定により育児休業事情変更届を提出した職員には育児休業申出消滅通知書を

交付する。 

４ 職員が第１項の規定により介護休業申出を撤回し、かつ、当該撤回に係る対象家族につい

て当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、センターは、当

該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、第17条第１項の規定にかかわら

ず、これを拒むことができる。 

 （介護休業期間等） 

第22条 介護休業期間は、対象家族１人について、一の要介護状態ごとに、３回を超えず、か

つ通算して６か月を超えない範囲内において、職員が申し出た介護休業開始予定日とされた

日から介護休業終了予定日までの期間（当該期間が６か月から当該職員の当該介護休業申出

に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた期間を超えるときは、当該介護休業

等日数を差し引いた期間）とする。 

２ 介護休業をしている職員に次の各号のいずれかの事情が生じた場合、当該介護休業は、前

項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日（第４号に掲げる事情が生じた場合にあっては、

その前日）に終了するものとする。この場合において、職員は、遅滞なく、介護休業事情変

更届を人事担当部署に提出しなければならない。 

⑴ 介護休業申出に係る対象家族の死亡 

⑵ 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該申出をした職員と

の親族関係の消滅 

⑶ 介護休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該

介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数が６か月に達するまでの間、当該

対象家族を介護することができない状態となったこと。 

⑷ 介護休業終了予定日とされた日までに介護休業申出をした職員について産前産後休業期

間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。 

⑸ 介護休業終了予定日とされた日までに介護休業申出をした職員が休職又は停職の処分を

受けたこと。 

３ センターは、前項の介護休業事情変更届を提出した職員に介護休業期間終了通知書を交付

する。 
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    第２節 介護休業に係る労働条件等 

 

 （介護休業取得者等の給与） 

第23条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

２ 介護休業等に係る職員の給与については、次の各号に定めるところによる。  

⑴ 第17条の規定により介護休業をしている期間については、給与を支給しない。 

⑵ 第26条第１項により勤務時間の短縮の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しな

い１時間につき、給与規程第34条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。 

３ 介護休業をした職員が職務に復帰したときは、当該介護休業をした期間を引き続き勤務し

たものとみなして、号棒を調整することができる。 

４ 給与規程第38条第１項又は第39条第１項に定める基準日において、介護休業をしている職

員（期末手当の基準日に介護休業をしている職員のうち期末手当算定期間において勤務した

期間がある職員及び勤勉手当の基準日に介護休業をしている職員のうち勤勉手当算定期間に

おいて勤務した期間がある職員を除く。）には、期末手当又は勤勉手当を支給しない。 

５ 介護休業をした職員の期末手当及び勤勉手当の額の算定に当たっては、次のとおりとする。 

⑴ 期末手当の額の算定に当たっては、当該介護休業をした期間を在職期間として取り扱う

ことができる。 

⑵ 勤勉手当の額の算定に当たっては、第26条第１項による勤務時間の短縮の承認を受けて

１日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しな

かった期間（30日における勤務時間短縮の時間数を含めた取得時間）を在職期間から除算

する。 

６ 給与規程に定める扶養手当等の支給等については、介護休業を開始した職員は退職の例に

準じ、介護休業が終了した職員は採用の例に準じて行う。 

 （社会保険料の取扱い等） 

第24条 介護休業期間中の社会保険料の本人負担分は、当月にセンターが納付すべき額を前月

末日までに職員に請求するものとし、職員はセンターが指定する日までに支払う。 

２ 介護休業期間中の住民税は、当月に当該職員が納付すべき額を前月末日までに職員に請求

するものとし、職員はセンターが指定する日までに支払う。 

 （労働条件等の告知） 

第25条 センターは、介護休業申出をした職員に係る前条に規定する事項の取扱いを、介護休

業開始予定日指定書に付記する方法をもって通知する。 

 

    第３節 勤務時間の短縮措置 

 

 （勤務時間の短縮措置） 

第26条 要介護状態にある対象家族を介護する職員は、センターに申し出ることにより、対象

家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、勤務時間の短縮措置（以下この条
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において「短時間勤務」という。）を、短時間勤務の開始日から３年以内の期間において受

けることができる。ただし、次の各号に掲げる職員のうち法第23条第３項に規定する協定に

より、同項本文の規定による請求をできないものとして定められた職員からの短時間勤務の

申出は、センターはこれを拒むことができる。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

２ 前項の規定による短時間勤務は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻ま

で連続した２時間の範囲内とする。 

３ 職員は、第１項の申出をしようとするときは、短時間勤務の開始日予定日とする日の１週

間までに、短時間勤務の開始予定日及び終了予定日とする日を明らかにし、短時間勤務申出

書に必要事項を記入し、必要な場合は医師の証明書その他の必要書類を添付して人事担当部

署に提出しなければならない。 

４ センターは、第１項の申出を承認するときは、当該申出をした職員に短時間勤務承認書を

交付する。 

５ 第20条、第21条並びに第22条第２項及び同条第３項の規定は、短時間勤務の期間の終了に

ついて準用する。 

 

    第４節 所定外労働の免除 

 

 （対象家族の介護に関する所定外労働の免除） 

第27条 要介護状態にある対象家族を介護する職員が、当該対象家族を介護するために請求し

たときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせること

はない。ただし、次の各号に掲げる職員のうち法第16条の９第１項において準用する法第16条

の８第１項に規定する協定により、同項本文の規定による請求をできないものとして定めら

れた職員からの所定外労働の免除の請求は、センターはこれを拒むことができる。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

２ 職員は、前項の請求をしようとするときは、１回につき、１か月以上１年以内の期間（以

下この条において「免除期間」という。）について、免除を開始しようとする日（以下この

条において「免除開始予定日」という。）及び免除を終了しようとする日（以下この条にお

いて「免除終了予定日」という。）を明らかにして、免除開始予定日の10日前までに、所定

外労働免除請求書に必要事項を記入し、要介護状態の対象家族の存在を証明する書類その他

の必要書類を添付して人事担当部署に提出しなければならない。この場合において、免除期

間は、第28条第２項の制限期間と重複しないようにしなければならない。 

３ センターは、第１項の請求を承認するときは、当該請求をした職員に所定外労働免除承認

書を交付する。 

４ 第１項の請求の後、免除開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由

が生じたときは、当該請求はされなかったものとみなす。 
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⑴ 請求に係る対象家族の死亡 

⑵ 離婚、婚姻の取消又は離縁等による請求に係る対象家族と請求をした職員との親族関係

の消滅 

⑶ 請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る免

除期間の末日までの間、当該対象家族を介護することができない状態になったこと 

５ 次の各号のいずれかの事情が生じたときは、免除期間は、当該事情が生じた日（第２号に

掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。 

⑴ 免除終了予定日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じたこと。 

⑵ 免除終了予定日とされた日までに、請求をした職員について、産前産後休業期間、育児

休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 

６ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく、所定外労働事情変更届に必要事項を記入し、

人事担当部署に提出しなければならない。 

７ センターは、前項の所定外労働事情変更届を提出した職員に所定外労働免除終了通知書を

交付する。 

 

   第４章 時間外労働の制限 

 

 （育児・介護のための時間外労働の制限） 

第28条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求し

たとき又は要介護状態にある対象家族を介護する職員が当該対象家族を介護するために請求

したときは、就業規則第36条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常

な運営に支障がある場合を除き、制限時間（１か月について24時間、１年について 150 時間

をいう。以下この条において同じ。）を超えて時間外労働をさせることはない。ただし、次

の各号に掲げる職員については、この限りでない。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

２ 前項の規定により請求をすることができる職員（以下この条において対象職員という。）

が前項の請求をしようとするときは、１回につき、１か月以上１年以内の期間（以下この条

において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下この条におい

て「制限開始日予定日」という。）及び制限を終了しようとする日（以下この条において「制

限終了日予定日」という。）を明らかにして、制限開始予定日の１か月前までに、時間外労

働制限請求書に必要事項を記入し、子又は要介護状態の対象家族の存在を証明する書類その

他の必要書類を添付して人事担当部署に提出しなければならない。この場合において、制限

期間は、第16条第２項及び前条第２項の免除期間と重複しないようにしなければならない。 

３ センターは、第１項の請求を承認するときは、当該請求をした対象職員に時間外労働制限

承認書を交付する。 

４ 第１項の請求の日よりも後の日に請求に係る子が出生したときは、当該請求をした対象職

員は、当該出生後２週間以内に、センターに、時間外労働制限対象児出生届を提出しなけれ
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ばならない。 

５ 第１項の請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、当該請求をした対象職員に

ついて、産前産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業期間若しくは介護休業期間が始

まったとき又は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該

請求はされなかったものとみなす。 

⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために第１項の請求をしたとき 第16条

第５項各号のいずれかの事由（この場合において、「免除」とあるのは「制限」と、「職

員」とあるのは「対象職員」と、それぞれ読み替えるものとする。） 

⑵ 要介護状態にある対象家族を介護するために第１項の請求をしたとき 次のアからウま

でのいずれかの事由 

  ア 請求に係る対象家族が死亡したこと。 

イ 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と請求をした対象職員との親族

関係が消滅したこと。 

ウ 請求をした対象職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に

係る制限期間の末日までの間、請求に係る対象家族を介護することができない状態にな

ったこと。 

６ 制限終了予定日とされた日までに、制限期間中の対象職員について、産前産後休業期間、

育児休業期間、出生時育児休業期間若しくは介護休業期間が始まったとき又は次の各号に掲

げる区分に応じて当該各号に定める日までに当該各号に定める事由が生じたときは、制限期

間は終了する。 

⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために第１項の請求をし、制限期間が始

まったとき 制限終了予定日とされた日の前日までに、次のア又はイのいずれかの事由 

ア 第16条第５項各号のいずれかの事由。この場合において、「免除」とあるのは「制限」

と、「職員」とあるのは「対象職員」と、それぞれ読み替えるものとする。 

イ 請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 

⑵ 要介護状態にある対象家族を介護するために第１項の請求をし、制限期間が始まったと

き 制限終了予定日とされた日の前日までに、前項第２号アからウまでの事由のいずれか 

７ 前項の場合において、制限期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日

に終了する。 

⑴ 産前産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったと

き 産前産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間の開始日の

前日 

⑵ 前号に掲げる事由以外の事由により制限期間が終了するとき 当該事由が生じた日 

８ 第５項及び第６項の場合において、対象職員は、遅滞なく、時間外労働制限変更届に必要

事項を記入し、人事担当部署に提出しなければならない。 

９ センターは、前項の時間外労働制限変更届を提出した対象職員に時間外労働制限終了通知

書を交付する。 
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   第５章 深夜業の制限 

 

 （育児・介護のための深夜業の制限） 

第29条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介

護状態にある対象家族を介護する職員が当該対象家族を介護するために請求した場合には、

就業規則第36条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時

から午前５時までの間（以下「深夜」という。）に労働させることはない。ただし、次の各

号に掲げる職員については、この限りでない。 

⑴ センターに引き続き雇用された期間が１年未満の職員 

⑵ 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができ又は対象家族を

介護することができる16歳以上の同居の親族（対象家族を除く。）で、次のアからウまで

のいずれにも該当するものがいる職員 

 ア 深夜において就業していない又は深夜における就業日数が１か月について３日以下で

あること。 

  イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育し又は請求に

係る対象家族を介護することが困難な状態にある者でないこと。 

ウ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出産する予定でなく、かつ、産

後８週間を経過しない者でないこと。 

⑶ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

⑷ 所定労働時間の全部が深夜にある職員 

２ 前項の規定により深夜業の制限を請求することができる職員（以下この条において「対象

職員」という。）が前項の請求をしようとするときは、１回につき、１か月以上６か月以下

の期間（以下この条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日

（以下この条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日（以下

この条において「制限終了予定日」という。）を明らかにして、制限開始予定日の１か月前

までに、深夜労働制限請求書に必要事項を記入し、子又は要介護状態の対象家族の存在を証

明する書類その他の必要書類を添付して人事担当部署に提出しなければならない。 

３ センターは、第１項の請求を承認するときは、当該請求をした対象職員に深夜労働制限承

認書を交付する。 

４ 第１項の請求の日よりも後の日に請求に係る子が出生したときは、当該請求をした対象職

員は、当該出生後２週間以内に、人事担当部署に、深夜労働制限対象児出生届を提出しなけ

ればならない。 

５ 第１項の請求の後、制限開始予定日とされた日の前日までに、当該請求をした対象職員に

ついて、産前産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業期間若しくは介護休業期間が始

まったとき又は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該

請求はされなかったものとみなす。 

⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために第１項の請求をしたとき 第16条

第５項各号のいずれかの事由（この場合において、「免除」とあるのは「制限」と、「職
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員」とあるのは「対象職員」と、それぞれ読み替えるものとする。） 

⑵ 要介護状態にある対象家族を介護するために第１項の請求をしたとき 前条第５項第２

号アからウまでのいずれかの事由 

６ 制限期間中の対象職員について、制限終了予定日とされた日までに産前産後休業期間、育

児休業期間、出生時育児休業期間若しくは介護休業期間が始まったとき又は次の各号に掲げ

る区分に応じて当該各号に定める日までに当該各号に定める事由が生じたときは、制限期間

は終了する。 

⑴ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために第１項の請求をし、制限期間が始

まったとき 制限終了予定日とされた日の前日までに、次のア又はイのいずれかの事由 

ア 第16条第５項各号のいずれかの事由（この場合において、「免除」とあるのは「制限」

と、「職員」とあるのは「対象職員」と、それぞれ読み替えるものとする。） 

イ 請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 

⑵ 要介護状態にある対象家族を介護するために第１項の請求をし、制限期間が始まったと

き 制限終了予定日とされた日の前日までに、前条第５項第２号アからウまでのいずれか

の事由 

７ 前項の場合において、制限期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日

に終了する。 

⑴ 産前産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったと

き 産前産後休業期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間の開始日の

前日 

⑵ 前号以外の事由により制限期間が終了したとき 当該事由が生じた日 

８ 第５項及び第６項の場合において、対象職員は、遅滞なく、深夜労働制限変更届に必要事

項を記入し、人事担当部署に提出しなければならない。 

９ センターは、前項の深夜労働制限変更届を提出した対象職員に深夜労働制限終了通知書を

交付する。 

 

   第６章 補則 

 

 （補則）  

第30条  その他、この規程の施行に関し必要な事項は、センターの他の細則等に別段の定めの

ある場合を除いては、法の定めるところによる。 

 

附 則  

この規程は、平成18年４月10日から施行する。 

  附 則（日本司法支援センター平成22年規程第14号） 

この規程は、平成22年６月30日から施行する。 

  附 則（日本司法支援センター平成22年規程第38号） 

この規程は、平成23年１月１日から施行する。 
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  附 則（日本司法支援センター平成29年規程第２号） 

この規程は、平成29年１月１日から施行する。 

  附 則（日本司法支援センター平成29年規程第13号） 

この規程は、平成29年10月１日から施行する。 

  附 則（日本司法支援センター平成31年規程第５号） 

 （施行期日等） 

１ この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

 （育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置） 

２ この規程による改正後の育児介護休業規程第10条第３項の規定は、育児休業をした職

員がこの規程の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用

し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、

なお従前の例による。 

３ この規程の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの

規程による改正後の育児介護休業規程第10条第３項の規定の適用については、同項中「百

分の百以下」とあるのは、「百分の百以下（当該期間のうち平成31年４月１日前の期間

については、２分の１）」とする。 

附 則 （日本司法支援センター令和４年規程第８号） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 （日本司法支援センター令和４年規程第13号） 

この規程は、令和４年10月１日から施行する。 

   附 則（日本司法支援センター令和７年規程第８号） 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


